
 

 

○利用補助対象施設 裏面に記載のとおり 

○申込対象者 公立学校共済組合員（※任意継続組合員は対象となりません） 

○利用補助額 裏面に記した施設利用料金に対して１回あたり 1,000 円としま

す。 

ただし、利用料金が 1,000 円未満の場合は使用できません。 

また、1 人当たりの年間利用上限回数は５回（5,000 円）としま

す。 

○申請方法 令和５年度運動習慣改善事業（施設利用補助）申請書を、利用日

の２週間前（厳守）までに郵送・FAX で下記担当あて提出してく

ださい。 

○発行・送付 内容を審査し、適正と認められるときは施設利用補助を決定し、

申請した組合員に決定通知書と施設利用補助券を発行・送付しま

す。 

○申請期限 令和６年２月１５日（水）まで 

 

 

 

 

  

体を動かすきっかけや運動の継続を誘因することにより、生活習慣病の予防など組

合員の皆様の健康増進を図るため、運動習慣改善事業（施設利用補助）を実施します。 

令和５年度運動習慣改善事業 
（施設利用補助） 

公立学校共済組合山形支部（山形県教育局福利厚生課内） 健康管理担当 

〒９９０－８５７０ 山形市松波 2 丁目８番１号 

TEL：０２３－６３０－２８８２ 

FAX：０２３－６４１－６７７９ 

お問い合わせ・お申込み先 



○利用補助対象施設一覧 

 

 

 

 


